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令和８年度 健康保険料率について
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令和8年度山形支部の健康保険料率は令和７年度から据え置きになります

協会けんぽの全国平均保険料率は、令和８年度9.9％に引き下げることになりました。
一方、山形支部の健康保険料率は、令和７年度健康保険料率から据え置かれ9.75％に決定しました。
また、全国一律の介護保険料率は0.03％引き上げの1.62％に変更となります。
加入者の皆さまの医療保険制度を支えるため、なにとぞ、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

◆健康保険料率

現行 9.75％
据え置きになります

±0.00％

令和8年3月分～

９.７５％

◆介護保険料率

現行 1.59％
引き上げになります

＋0.03％

令和8年3月分～

１.62％

◎保険料への影響は？

例）山形支部に加入の
40歳から64歳までの
被保険者の場合

令和7年度 令和8年度 対前年度 保険料への影響額（毎月）※

健康保険 9.75％ 9.75％ ±0.00％ ±0円（労使共に）

介護保険 1.59％ 1.62％ ＋0.03％ ＋45円（労使共に）

※標準報酬月額を300,000円とした場合で試算

健康保険料率は今年度と同率に。全国一律の介護保険料率は引き上げとなります。
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北海道 10.28% 石川県 9.70% 岡山県 10.05%

青森県 9.85% 福井県 9.71% 広島県 9.78%

岩手県 9.51% 山梨県 9.55% 山口県 10.15%

宮城県 10.10% 長野県 9.63% 徳島県 10.24%

秋田県 10.01% 岐阜県 9.80% 香川県 10.02%

山形県 9.75% 静岡県 9.61% 愛媛県 9.98%

福島県 9.50% 愛知県 9.93% 高知県 10.05%

茨城県 9.52% 三重県 9.77% 福岡県 10.11%

栃木県 9.82% 滋賀県 9.88% 佐賀県 10.55%

群馬県 9.68% 京都府 9.89% 長崎県 10.06%

埼玉県 9.67% 大阪府 10.13% 熊本県 10.08%

千葉県 9.73% 兵庫県 10.12% 大分県 10.08%

東京都 9.85% 奈良県 9.91% 宮崎県 9.77%

神奈川県 9.92% 和歌山県 10.06% 鹿児島県 10.13%

新潟県 9.21% 鳥取県 9.86% 沖縄県 9.44%

富山県 9.59% 島根県 9.94% ※ 全国平均では9.9％

令和8年度 全国の健康保険料率について

⚫ 全国平均は9.9％であり、最高は佐賀県の10.55％、最低は新潟県の9.21％である。
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ご存知でしたか？健康保険料率の決め方について
山形支部の医療費はどれくらいかかっているの？

山形支部は高齢化率が高い。  医療費が高くなる。  年齢調整が施され引き下げにはたらく。

山形支部は所得水準が低い。      保険料率が高くなる。  所得調整が施され引き下げにはたらく。

支部 R2 R3 R4 R5 R6

山形 186,453 201,353 211,901 217,186 220,352

全国 176,650 190,775 200,954 206,701 208,959

山形 ― 7.99% 5.24% 2.49% 1.46%

全国 ― 8.00% 5.34% 2.86% 1.09%

186,453 

201,353 

211,901 
217,186 

220,352 

176,650 

190,775 

200,954 

206,701 
208,959 

140,000

180,000

220,000

260,000

R2 R3 R4 R5 R6

山形 全国

都道府県ごとの年齢構成割合や所得水準の差等を調整したうえで、当該都道府県の加入者の一人当たり医療費に
基づいて算出されている。

【一人当たり医療費の推移】

【一人当たり医療費の対前年度伸び率】

（円）

そもそも、山形県は全国と比較して
一人当たり医療費が高い。

しかし、年齢調整・所得調整を施すと
全国平均並みになっている。
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ご存知でしたか？健康保険料率の決め方について
基本的には加入者の医療費によって決まるが、各種調整や2年前の精算、インセンティブ制度の結果も影響

加入者の医療費によって決まる

医療費が高い支部  保険料率も高い

健康づくりへの行動も加味したインセンティブ制度

健診受診率など５つの指標が高い支部  保険料率が下がる
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ご存知でしたか？健康保険料率の決め方について
令和８年度料率は据え置かれるが、将来にわたり調整を負うことになる。

山形支部の健康保険料率の推移について

年度 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

全国 10.00 9.90 

山形 10.05 10.03 9.99 9.98 9.84 9.75
9.79

9.75

山形（精算・インセンティブ前） 10.04 10.04 10.04 10.03 10.01 9.96 9.87

精算分 0.03 0.04 0.00 ▲0.01 ▲0.02 ▲0.06 ▲0.04

インセンティブ料率 ▲0.02 ▲0.05 ▲0.043 ▲0.043 ▲0.152 ▲0.148 ▲0.04

インセンティブ順位 6位 3位 2位 5位 2位 １位 ４位

本来であれば9.79％となっていたが、
特例により今年度料率から引きあがる７支部が据え置きになる。特例

◆ 政府全体の方針を踏まえ、厚生労働省から協会本部に対して、 平均保険料率0.1％の引下げにもかかわらず、令和８年度都道府県単位
保険料率が上昇する支部に関して、特例的に、令和７年度保険料率と同率に据え置く方向で対応するよう極めて強い要請がありました。

 

◆ その際、本来の令和８年度都道府県単位保険料率との差分については、次年度以降、複数年度で調整して平準化を図る措置が検討されて
います。
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ご存知でしたか？健康保険料率の決め方について
インセンティブ制度の結果が山形支部の健康保険料率に及ぼす影響は大きい！

山形支部の健康保険料率の推移について

年度 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

全国 10.00 9.90 

山形 10.05 10.03 9.99 9.98 9.84 9.75
9.79

9.75

山形（精算・インセンティブ
前）

10.04 10.04 10.04 10.03 10.01 9.96 9.87

精算分 0.03 0.04 0.00 ▲0.01 ▲0.02 ▲0.06 ▲0.04

インセンティブ料率 ▲0.02 ▲0.05 ▲0.043 ▲0.043 ▲0.152 ▲0.148 ▲0.04

インセンティブ順位 6位 3位 2位 5位 2位 １位 ４位

下がっている！

まだ全国と比較すると医療費がかかる県ではあるが、毎年その差は小さくなってきていた。
                                                         ※令和６年度は差が大きくなっている。

平均保険料率が下がっても、昨年度と同率となったのは
インセンティブ引き下げが小さくなったため。
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インセンティブ財源（各支部拠出）

ご存知でしたか？健康保険料率の決め方について
令和６年度インセンティブ制度の結果が全国４位！これにより、令和８年度の健康保険料率0.04％抑制効果

インセンティブ制度とは

協会けんぽの47都道府県支部を５つの指標でランク付け。
全支部がそれぞれ拠出したインセンティブ財源を上位15の
支部が分け合う仕組みです。
上位ならインセンティブにより保険料率が引き下がり、
下位ならインセンティブはありません。

負担が増える

＜上位＞

0

負担が減る

＜下位＞

インセンティブ
（報奨金）により
保険料率が軽減

【支部ごとのランキング】

山形支部
（令和6年度実績4位）

５つの指標とは

❶健康診断を受けているか
（特定健診等の受診率）

❷健康サポートを利用しているか
（特定保健指導の実施率）

❸メタボ対象者が減っているか
（特定保健指導対象者の減少率）

❹要治療の方が病院を受診したか
（医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率）

❺ジェネリック医薬品を選んでいるか
（ジェネリック医薬品の使用割合）

令和６年度の

山形支部の結果は・・・全国４位

この結果、インセンティブにより

令和8年度の健康保険料負担を約４億円程度
率にして0.04％の引き下げ効果があります
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ご存知でしたか？健康保険料率の決め方について
今後もインセンティブ制度で料率引き下げを受けるために、何をすればいい？

令和6年度インセンティブ制度の山形支部の結果について

評価指標 順位（前年度順位）

【指標１】特定健診等の実施率 1位 （1位）

【指標２】特定保健指導の実施率 9位 (6位）

【指標３】特定保健指導対象者の減少率 30位（25位）

【指標４】要治療者の医療機関受診率 37位（15位）

【指標５】後発医薬品使用割合 7位 （1位）

総 得 点 4位 （1位）

今後の課題

健診を受けて終わりにしていませんか？
①健診結果から、生活習慣の改善が必要な人が特定保健指導を受けていますか？
②①を受けた人が、きちんと評価まで実施するように事業所は関与していますか？
③②で減らした体重をきちんと維持できていますか？
④そもそも生活習慣改善者をつくらないように、健康づくりに取り組んでいますか？

指標３

特定保健指導対象者の減少率(使用データ：前年度特定保健指導該当者であって４月～３月に健診を受けた者のうち、その結果が特定保健指導非該当等となった者の数）

＜実績算出方法＞

       (Ａ)のうち、(前年度積極的支援→動機付け支援又は特保非該当者となった者の数)＋(前年度動機付け支援→特保非該当者となった者の数)

自支部加入者のうち、前年度特定保健指導該当者であって今年度健診を受けた者の数（Ａ）
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ご存知でしたか？健康保険料率の決め方について

令和6年度インセンティブ制度の山形支部の結果について

評価指標 順位（前年度順位）

【指標１】特定健診等の実施率 1位 （1位）

【指標２】特定保健指導の実施率 9位 (6位）

【指標３】特定保健指導対象者の減少率 30位（25位）

【指標４】要治療者の医療機関受診率 37位（15位）

【指標５】後発医薬品使用割合 7位 （1位）

総 得 点 4位 （1位）

今後の課題

健診を受けて終わりにしていませんか？

⑤健診結果から、要治療・要精密検査受診となった人を、医療機関に受診させていますか？
⑥「受診した」ことを確認するまで、事業所は関与できていますか？

指標４

今後もインセンティブ制度で料率引き下げを受けるために、何をすればいい？

【受診勧奨の基準】
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 ジェネリック医薬品の使用割合

◼ 医療機関でお薬が処方される場合、医師や薬剤師に「ジェネリック医薬品」の希望を伝え、積極的にご利用ください。

５

健康保険料率に影響を及ぼす「インセンティブ制度」
ジェネリック医薬品を選べば、ダブルで負担軽減

先発医薬品（長期収載品）の選定療養が拡大される見込み！

【先発医薬品（長期収載品）の選定療養とは？】

※ 「特別の料金」は課税対象であるため、消費
税分を加えてお支払いいただきます。

※ 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1
ちょうどにならない場合もある。

※ 後発医薬品がいくつかある場合は、薬価が一
番高い後発医薬品との価格差で計算する。

2024年10月1日より導入された制度で、後発医薬品（ジェネリック医薬品）がある先発医薬品（長期収載品）を
患者が希望して処方・調剤した場合、薬価差額の4分の1に相当する「特別の料金」が自己負担となる仕組み。
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健康保険料率に影響を及ぼす「インセンティブ制度」
ジェネリック医薬品を選べば、ダブルで負担軽減

【例】
後発医薬品（ジェネリック医薬品）［250円］がある先発医薬品（長期収載品）［500円］について、先発医薬品を希望した場合の特別料金

（500円－250円）×1/4＝62.5円（特別の料金） ⇒ 62.5円×1.1（消費税）＝ 68.75円

≪先発品（長期収載品）［500円］を希望した場合の実際の自己負担額（３割負担の場合）≫
〔令和６年９月以前〕
500円×0.3＝150円（３割負担分）

〔令和６年10月以降〕
500円－62.5円（特別の料金）＝437.5円×0.3＝131.25円（３割負担分）
62.5円×1.1（消費税）＝68.75＋131.25＝200円（自己負担合計）

令和６年９月までは自己負担額が150円でしたが、令和６年１０月以降は、「特別の料金」が加わり、自己負担額が200円（50円の増）となり
ます。
また、250円のジェネリック医薬品を希望した場合の自己負担額は75円（250円×0.3）ですが、先発医薬品を希望した場合、後発品を希望し

た場合に比べて自己負担額が125円増となります。

【例】
後発医薬品（ジェネリック医薬品）［250円］がある先発医薬品（長期収載品）［500円］について、先発医薬品を希望した場合の

特別料金
（500円－250円）×1/2＝125円（特別の料金） ⇒ 125円×1.1（消費税）＝137.5円

≪先発品（長期収載品）［500円］を希望した場合の実際の自己負担額（３割負担の場合）≫
〔現在〕
500円－125円（特別の料金）＝375円×0.3＝112.5円（３割負担分）
125円×1.1（消費税）＝137.5＋112.5＝250円（自己負担合計）

現制度化では自己負担額は200円ですが、仮に1/2程度として制度改正がなされた場合、自己負担額が250円（50円の増）となります。
また、250円のジェネリック医薬品を希望した場合の自己負担額は75円（250円×0.3）ですが、先発医薬品を希望した場合、後発品を

希望した場合に比べて自己負担額が175円増となります。

【4分の1相当】 【２分の1相当になる見通し】

 ジェネリック医薬品の使用割合

◼ 医療機関でお薬が処方される場合、医師や薬剤師に「ジェネリック医薬品」の希望を伝え、積極的にご利用ください。

５

先発医薬品（長期収載品）の選定療養が拡大される見込み！
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令和８年４月から「子ども・子育て支援金」がはじまります

令和８年４月から令和１０年度にかけて
支援金率は段階的に引き上げられる予定。

※ こども家庭庁より、
被用者保険に対し一律    
0.23％で差し引くよう
依頼を受けている
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電子申請がはじまりました
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１．電子申請サービスの開始
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２．電子申請対象の申請書

＜適用・給付関連申請書＞ ＜保健関連申請書＞

⚫ 傷病手当金支給申請書
⚫ 出産手当金支給申請書
⚫ 出産育児一時金支給申請書
⚫ 出産育児一時金内払金支払依頼書
⚫ 埋葬料（費）支給申請書
⚫ 療養費支給申請書（立替払等）
⚫ 療養費支給申請書（治療用装具）
⚫ 高額療養費支給申請書
⚫ 任意継続被保険者資格取得申出書
⚫ 任意継続被保険者資格喪失申出書
⚫ 限度額適用認定申請書
⚫ 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
⚫ 任意継続被保険者資格取得申出・保険料納付遅延理由申出書
⚫ 任意継続被保険者氏名・生年月日・性別・住所・電話番号変更（訂正）届
⚫ 任意継続被保険者被扶養者（異動）届
⚫ 任意継続被扶養者変更（訂正）届
⚫ 高齢受給者証再交付申請書
⚫ 特定疾病療養受療証交付申請書
⚫ 高齢受給者基準収入額適用申請書（新規判定用）
⚫ 高齢受給者基準収入額適用申請書（定期判定用）
⚫ 海外療養費支給申請書
⚫ 高額医療費貸付金貸付申込書
⚫ 出産費貸付金貸付申込書
⚫ 移送費支給申請書
⚫ 高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
⚫ 年間の高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
⚫ 健康保険法第１１８条第1項該当・非該当届
⚫ 資格確認書交付申請書

⚫ 特定健康診査受診券（セット券）申請書
⚫ 特定保健指導利用券申請書

※申請書により申請書情報の入力・添付書類の登録方法が異なります。

電子申請サービスによりほぼ全ての申請書がオンラインで申請可能です。
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３．申請の流れ（1/3）

＜ スマートフォンでの申請時画面イメージ ＞

<申請書を選択> <マイナンバーカード読み取り> <申請する資格を選択> <申請書情報入力>

マイナポータルの自己
情報取得機能より資格
情報を取得

１２３４５６７８‐０
０

平成３０年  （２０１８年) １２
月３１日

東京支部

被保険者
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３．申請の流れ（2/3）

＜ スマートフォンでの申請時画面イメージ ＞

資格情報をマイナポータルより取得し、選択
した申請が可能

直感的に選択しやすいよう
ピクトグラムを採用

<申請書選択画面> <資格選択画面>

１２３４５６７８‐００

平成３０年  （２０１８年) １
２月３１日

東京支部

被保険者
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３．申請の流れ（3/3）

<加入者情報入力画面> <口座情報入力画面>

東京支部

支部（保険者名称）・記号・番号・漢字氏名・
カナ氏名・性別（一部申請書のみ）・生年月日
を自動的に表示

＜ スマートフォンでの申請時画面イメージ ＞
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４． 審査状況の確認

⚫ 電子申請サービスでは給付金等の審査状況を確認できます。

⚫ 決裁状況に応じ「受付」・「審査中」・「審査完了」・「返戻」の進捗ステータス及び状況コメントが

利用者側の電子申請サービス画面上で確認が可能となります。

⚫ 返戻となった場合は、返戻理由のお知らせ・申請ファイルを電磁的方法によりお返しします（電子ポス

ト機能）。

⚫ なお、再申請する際は、申請ファイルを利用することができます。

＜ スマートフォンでの審査状況確認画面イメージ ＞

【ダウンロードできるデータ】

・返戻理由のお知らせ（PDF）

・申請書情報として入力した内容をイ
メージ化した画像データ

・添付書類の画像データ

・入力内容のJSONファイル（返戻され
たデータを利用して再申請する際の
ファイル）
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５．電子申請の簡単ＦＡＱ
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５．電子申請の簡単ＦＡＱ
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５．電子申請の簡単ＦＡＱ
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５．電子申請の簡単ＦＡＱ
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５．電子申請の簡単ＦＡＱ
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５．電子申請の簡単ＦＡＱ
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令和８年度 健診体系の見直しについて
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１．令和８年度 健診事業の主な変更点 ～ ①協会けんぽの保健事業について ～

令和８年度から
さらに手厚く、
新しく！
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１．令和８年度 健診事業の主な変更点 ～ ②健診体系の見直し３つのポイント ～

詳しくは32ページへ 詳しくは33ページへ 詳しくは34ページへ
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１．令和８年度 健診事業の主な変更点 ～ ③人間ドック健診の補助開始 ～

協会けんぽと人間ドック健診の契約を結んでいる健診機関で受診いただく必要がございます。
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１．令和８年度 健診事業の主な変更点 ～ ④若年層へ健診対象拡大 ～
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１．令和８年度 健診事業の主な変更点 ～ ⑤骨粗しょう症検診を開始 ～



35

１．令和８年度 健診事業の主な変更点 ～ ⑥生活習慣病予防健診の内容 ～

19,635 5,500
（参考）

14,135
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１．令和８年度 健診事業の主な変更点 ～ ⑦追加健診、人間ドック健診 ～

一般健診・節目健診に追加できる健診

※年度内にお一人様につき1回、生活習慣病予防健診または人間ドック健診のいずれかの健診費用の
補助をご利用いただけます。



○・・・必須項目
〇※・・・20歳、25歳、30歳は検査項目に含まない
◎・・・オプション項目または本人の申出により省略可の項目
▲・・・いずれかの項目でも可
□・・・医師の判断に基づき実施する項目
■・・・35歳及び40歳以上の者については必須、それ以外の者については医師の判断に基づき選択的に実施する項目
■※・・・35歳及び40歳以上の者については必須、ただし妊娠中その他の者であって腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと判断された者、BMIが20未満の者及び自らが腹囲測定をし、その
値を申告した者（BMIが22未満である者に限る）については医師の判断に基づき選択的に実施する項目
■※※・・やむを得ず空腹時以外に採血を行った場合、随時中性脂肪により検査を行うことを可とする
※１・・・中性脂肪が400mg/dl以上や食後採血の場合、LDLコレステロールの代わりにnon-HDLコレステロールにより血中脂質検査を行うことを可とする
※２・・・食事開始後3.5時間以上経過していること
※３・・・本人の希望等により胃内視鏡検査に代えることができる

（参考）各健診の検査項目の比較

検査項目
人間

ドック
節目
健診

生活習慣病 事業者
健診

特定
健康診査

検査項目
人間

ドック
節目
健診

生活習慣病 事業者
健診

特定
健康診査予防健診 予防健診

診察等

問診 ○ ○ ○ ○ ○

血液一般

赤血球数 ○ ○ ○ ■ □

業務歴 〇 白血球数 ○ ○ ○

自覚症状 ○ ○ ○ ○ ○ 血小板数 ○ ○

他覚症状 ○ ○ ○ ○ ○ 末梢血液像 ○

身体計測
身長 ○ ○ ○ □ ○ MCV ○

体重 ○ ○ ○ ○ ○ MCH ○

ＢＭＩ・標準体重 ○ ○ ○ ○ ○ MCHC ○

肥満度 ○ CRP ○

腹囲 ○ ○ ○ ■※ ○ 血液型（ABO Rh） ◎

血圧（収縮期/拡張期） ○ ○ ○ ○ ○ HBｓ抗原 〇 ◎ ◎

心拍数 ○

腎機能

尿蛋白 ○ ○ ○ ○ ○

視力 ○ ○ ○ ○ 潜血 ○ ○ ○

聴力 ○ ○ ○ ○ 尿沈渣顕微鏡検査 □ ○

脂質

総コレステロール ○ ○ ○ 血清クレアチニン（eGFR） ○ ○ ○ □ □

空腹時中性脂肪 ○ ○ ○ ■ ○ 心機能 心電図 ○ ○ ○ ■ □

随時中性脂肪 ■※※ ■※※ ■※※ ■※※
肺

胸部エックス線検査 ○ ○ ○ ○

HDL-コレステロール ○ ○ ○ ■ ○ 喀痰細胞診 □ □ □

LDL-コレステロール ○ ▲ ▲ ▲ ▲

呼吸機能

努力肺活量 ○ ○

non-HDL-コレステロール※１ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ １秒量（対標準1秒量） ○ ○

肝機能

AST（GOT） ○ ○ ○ ■ ○ １秒率 ○ ○

ALT（GPT） ○ ○ ○ ■ ○ ％肺活量 ○ ○

γ-GT（γ-GTP） ○ ○ ○ ■ ○ 眼底 〇 〇 □ □

ALP 〇 〇 〇 眼圧 ○

代謝系

空腹時血糖 〇 ▲ ▲ ▲ ▲ 骨粗鬆症検診 骨密度 ◎ ◎

随時血糖※２ ▲ ▲ ▲ ▲ 胃 胃部エックス線検査※３ ○ ○ ○※

HbA1c ○ ▲ ▲ ▲ ▲ 腹部超音波検査 ○ ○

尿糖 ○ ○ ○ ○ ○ 大腸 便潜血 ○ ○ ○※

尿酸 ○ ○ ○ 医師による結果説明 ○

総蛋白 ○ ○ 保健指導 ○

アルブミン ○ ○

オプション検査

上部消化管内視鏡 ◎ ◎ ◎

総ビリルビン ○ ○ 乳房診察+マンモグラフィ ◎ ◎ ◎

アミラーゼ ○ 乳房診察+乳腺超音波検査 ◎

LDH ○ 婦人科診察+子宮頚部細胞診 ◎ ◎ ◎

血液一般
ヘマトクリット値 ○ ○ ○ □ PSA ◎

血色素量（ヘモグロビン値） ○ ○ ○ ■ □ HCV抗体 ◎ ◎ ◎
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１．令和８年度 健診事業の主な変更点 ～ ⑧健診受診の流れ ～

３月下旬に「生活習慣病予防健診等のご案内」（緑の封筒）
を各事業所様へ送付予定です。

協会けんぽと契約している健診機関については、事業所様へ3月下旬にお送り
するご案内または協会けんぽホームページにてご確認ください。
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１．令和８年度 健診事業の主な変更点 ～ ⑨情報提供サービスのご案内 ～

（ご利用までの流れ）

※健診対象者一覧は、３月下旬に事業所様へ郵送でもお送りいたしますが、情報提供サービス
によりデータをダウンロードいただくことで、従業員様の健診予約状況の管理にもご利用いた
だけます。

協会けんぽでは、事業主の皆さまが「生活習慣病予防健診等の健診対象者一覧」をデータで
取得することができる「情報提供サービス」を実施しております。ぜひご利用ください。

情報提供サービスの概要

STEP❶ STEP❷ STEP❸（事業主の皆さま）

協会けんぽHPの情報
提供サービスより
ユーザーIDを申請す
る

協会けんぽからIDと
パスワードが届く。
（郵送）

生活習慣病予防健診等
の健診対象者一覧デー
タをダウンロードする。

令和８年度の健診対象者データは、令和８年２月９日よりダウンロード可能です！



40

１．令和８年度 健診事業の主な変更点 ～ ⑩健診についてのよくあるご質問 ～
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２．特定保健指導のご案内 ～ ①健康づくりサイクル ～
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２．特定保健指導のご案内 ～ ②健診後の行動が大切 ～

※ 特定保健指導とは
健診結果からメタボリスクがあると判断された40～

74歳の方が対象。
保健師や管理栄養士が、自己管理（セルフケア）を

身につけられるよう寄り添ってサポートします。
（例）食事・運動のコツ、目標設定、続ける工夫 など
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２．特定保健指導のご案内 ～ ③特定保健指導をご利用ください ～
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